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水質検査計画とは

　水質検査は、水道水が水質基準に適合し、安全であることを確認するために不可欠であり、水質管理において中核となります。
　水質検査計画とは、この考え方に基づき水質検査の適正化及び透明性の確保を図るために検査項目、検査地点及び検査頻度などを定めたものです。
　南牧村では、水道法施行規則を踏まえ水質検査計画を策定し、水道水が安全で良質であることをお客さまにご理解いただけるように公表します。


１　基本的な方針
　　水道水が水質基準に適合して安全であることを確認するために、以下の内容で水
質検査を行います。
（１）検査項目
水道法で義務づけられた水質基準項目(52項目)、その他水質管理上必要と判
断する項目とします。
（２）検査地点
各浄水場の系統別に給水栓（蛇口）で行います。また、水源など水質管理上
必要と判断した地点でも行います。
（３）検査頻度
これまでの水質検査の結果や水源の留意すべき事項を考慮した上で定めます。


２　水道事業の概要
	簡易水道名
	勧能簡易水道
	星尾簡易水道
	砥沢簡易水道
	住吉簡易水道

	浄水場名
	勧能浄水場
	星尾浄水場
	砥沢浄水場
	住吉浄水場

	計画給水人口
	１９０人
	235人
	425人
	320人

	１日最大給水量
	９６.９㎥
	53㎥
	200㎥
	49㎥

	河川名
	居合沢
	星尾川
	砥山沢川
	底瀬川

	水源種別
	表流水
	表流水
	表流水
	表流水

	浄水処理方法
	緩速ろ過
次亜塩素酸ナトリウム
	緩速ろ過
次亜塩素酸ナトリウム
	緩速ろ過
次亜塩素酸ナトリウム
	緩速ろ過
次亜塩素酸ナトリウム



	簡易水道名
	大仁田簡易水道
	桧平簡易水道
	檜沢簡易水道
	岩本簡易水道

	浄水場名
	大仁田浄水場
	桧平浄水場
	檜沢浄水場
	岩本浄水場

	計画給水人口
	830人
	640人
	600人
	160人

	１日最大給水量
	672㎥
	465.3㎥
	252㎥
	27㎥

	河川名
	大仁田川
	椚沢
	根草沢
	南牧川支流

	水源種別
	ダム放流
	表流水
	表流水
	表流水

	浄水処理方法
	緩速ろ過
次亜塩素酸ナトリウム
	緩速ろ過
次亜塩素酸ナトリウム
	緩速ろ過
次亜塩素酸ナトリウム
	緩速ろ過
次亜塩素酸ナトリウム




	簡易水道名
	大塩沢簡易水道
	大塩沢第二簡易水道
	小沢簡易水道

	浄水場名
	大塩沢浄水場
	大塩沢第二浄水場
	小沢浄水場

	計画給水人口
	230人
	230人
	462人

	１日最大給水量
	117.2㎥
	99㎥
	110㎥

	河川名
	焼山沢
	高原川支流
	南牧川支流

	水源種別
	表流水
	表流水
	湧水

	浄水処理方法
	緩速ろ過
次亜塩素酸ナトリウム
	緩速ろ過
次亜塩素酸ナトリウム
	緩速ろ過
次亜塩素酸ナトリウム



３　水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況
水源は、各簡易水道に有り全１１箇所です。
水源の周辺には生活圏がなく、河川の最上流であるため水質汚染のおそれもないため、水質は良好の状態です。
供給している浄水についても、現在、安全で良質な水であるといえます。

４　検査地点
簡易水道ごとに、村内１１ヶ所の採水場所を設定しました。
採水場所は、公共施設及び組合員の家庭の給水栓（蛇口）から採水します。
	№
	水道名
	採水場所

	1
	勧能簡易水道
	南牧村民俗資料館付近

	2
	星尾簡易水道
	星尾多目的集会施設

	3
	砥沢簡易水道
	砥沢駐在所付近

	4
	住吉簡易水道
	住吉多目的集会施設

	5
	大仁田簡易水道
	六車公衆トイレ

	6
	桧平簡易水道
	オアシスなんもく

	7
	檜沢簡易水道
	大倉公会堂付近

	8
	岩本簡易水道
	組合長宅給水栓

	9
	大塩沢簡易水道
	南牧村消防団　第八分団詰所

	10
	大塩沢第二簡易水道
	大久保多目的集会施設

	11
	小沢簡易水道
	村の喫茶店　もくもく



５　水質検査項目及び検査頻度
（１）毎日検査　　１日１回、色、濁り、残留塩素を検査します。
（２）水質基準項目検査
　　　【浄水】　５２項目：１回、３０項目：３回、９項目：８回
　　　　※PFOS,PFOA検査について、「水質基準に関する省令の一部改正及び水道法施行規則の一部改正等における留意事項について(令和7年6月30日付け環水大管発第2506305号)」により、過年度の検査結果は基準値以下であり、さらに、水源の周辺の状況から検出されるおそれが少ないため、52項目に含め年1回とします。
　　　【原水】　３９項目：１回

	検査日
	項目
	浄水
	摘要

	４月２２日(水)
	浄水
	９項目×１１箇所
	

	５月２７日(水)
	浄水
	３０項目×１１箇所
	

	６月２４日(水)
	浄水
	９項目×１１箇所
	

	７月２９日(水)
	浄水
	９項目×１１箇所
	

	８月２６日(水)
	浄水
	３０項目×１１箇所
	

	９月９日(水)
	原水
	３９項目×１１箇所
	

	９月３０日(水)
	浄水
	９項目×１１箇所
	

	１０月２８日(水)
	浄水
	９項目×１１箇所
	

	１１月２５日(水)
	浄水
	５２項目×１１箇所
	

	１２月１６日(水)
	浄水
	９項目×１１箇所
	

	１月２７日(水)
	浄水
	９項目×１１箇所
	

	２月２４日(水)
	浄水
	３０項目×１１箇所
	

	３月１７日(水)
	浄水
	９項目×１１箇所
	



６　水質検査方法
　毎日検査
　　職員及び水質検査委託者(住民)において検査を行います。
　水質基準項目検査　
　　水道法第２０条第３項の厚生労働大臣登録検査機関に委託して検査を行います。

７　臨時の水質検査
臨時の水質検査・試験は次のような場合に行います。
（１）水源の水質が著しく悪化したとき
（２）水源に異常があったとき
（３）水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
（４）浄水過程に異常があったとき
（５）配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
（６）その他特に必要があると認められるとき

８　水質検査計画及び検査結果の公表
水質検査計画は毎年策定し、住民が閲覧できるようにします。

[bookmark: _GoBack]９　関係者との連携
水質管理等に際して、問題が生じた場合は群馬県（保健福祉事務所、土木事務所等）、関係機関と連携を図りながら対応します。


検査項目１
	NO
	項目
	(浄水)
	(原水)

	
	
	52項目
	30項目
	9項目
	39項目

	1
	一般細菌
	●
	●
	●
	●

	2
	大腸菌
	●
	●
	●
	●

	3
	カドミウム及びその化合物
	●
	
	
	●

	4
	水銀及びその化合物
	●
	
	
	●

	5
	セレン及びその化合物
	●
	
	
	●

	6
	鉛及びその化合物
	●
	
	
	●

	7
	ヒ素及びその化合物
	●
	●
	
	●

	8
	六価クロム化合物
	●
	
	
	●

	9
	亜硝酸態窒素
	●
	●
	
	●

	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン
	●
	●
	
	●

	11
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
	●
	●
	
	●

	12
	フッ素及びその化合物
	●
	
	
	●

	13
	ホウ素及びその化合物
	●
	●
	
	●

	14
	四塩化炭素
	●
	
	
	●

	15
	1,4-ジオキサン
	●
	
	
	●

	16
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
	●
	
	
	●

	17
	ジクロロメタン
	●
	
	
	●

	18
	テトラクロロエチレン
	●
	
	
	●

	19
	トリクロロエチレン
	●
	
	
	●

	20
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)(別名PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(別名PFOA)
	●
	
	
	

	21
	ベンゼン
	●
	
	
	●

	22
	塩素酸
	●
	●
	
	

	23
	クロロ酢酸
	●
	●
	
	

	24
	クロロホルム
	●
	●
	
	

	25
	ジクロロ酢酸
	●
	●
	
	

	26
	ジブロモクロロメタン
	●
	●
	
	

	27
	臭素酸
	●
	●
	
	

	28
	総トリハロメタン
	●
	●
	
	

	29
	トリクロロ酢酸
	●
	●
	
	

	30
	ブロモジクロロメタン
	●
	●
	
	

	31
	ブロモホルム
	●
	●
	
	

	32
	ホルムアルデヒド
	●
	●
	
	

	33
	亜鉛及びその化合物
	●
	●
	
	●

	34
	アルミニウム及びその化合物
	●
	●
	
	●

	35
	鉄及びその化合物
	●
	●
	
	●

	36
	銅及びその化合物
	●
	
	
	●

	37
	ナトリウム及びその化合物
	●
	
	
	●

	38
	マンガン及びその化合物
	●
	
	
	●

	39
	塩化物イオン
	●
	●
	●
	●

	40
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
	●
	●
	
	●

	41
	蒸発残留物
	●
	●
	
	●

	42
	陰イオン界面活性剤
	●
	
	
	●

	43
	ジェオスミン
	●
	
	
	●

	44
	2-メチルイソボルネオール
	●
	
	
	●

	45
	非イオン界面活性剤
	●
	
	
	●

	46
	フェノール類
	●
	
	
	●

	47
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)
	●
	●
	●
	●

	48
	ｐＨ値
	●
	●
	●
	●

	49
	味
	●
	●
	●
	

	50
	臭気
	●
	●
	●
	●

	51
	色度
	●
	●
	●
	●

	52
	濁度
	●
	●
	●
	●



検査項目２　【クリプトスポリジウム】、【ジアルジア】、【指標菌（大腸菌、嫌気性芽砲菌）】
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